
デイサービスのあのあ 利用料金（1割負担） 

令和4年10月1日より 

 （基本料金） 

通所介護利用料金表（通常規模） 

サービス

提供区分 

サービス提供時間 

6時間以上7時間未満 

利用単位 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

6時間以上7時間未満 

利用者負担額 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

7時間以上8時間未満 

利用単位 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

7時間以上8時間未満 

利用者負担額 

（1日あたり） 

要介護１ ５８１単位  ５９０円  ６５５単位  ６６５円  

要介護2 ６８６単位  ６９６円  ７７３単位  ７８４円  

要介護３ ７９２単位  ８０３円  ８９６単位  ９０９円  

要介護４ ８９７単位  ９１０円  １，０１８単位  １，０３３円  

要介護５ １，００３単位  １，０１７円  １，１４２単位  １，１５８円  

 

※利用料の算定については、沼津市が７級地である為１単位１０．１４円で計算します。（小数点以下切り捨て）

小数点を含む数字となっておりますので、月によっては若干の差異が生ずる場合があります。 

※利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その

日に係る通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。 

※介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用については、全額自己負担となります。 

 

 

 

 

（加算） 

 ① 通所介護 加算（減算） 

加算 利用単位 利用者負担額 算定回数など 

入浴加算 ４０単位  ４１円  入浴介助を実施した日数 

送迎減算 ４７単位  ４８円  送迎を行わない場合（片道につき） 

② 処遇改善加算 

処遇改善加算Ⅰ 所定単位数０．５９％を乗じた単位数で算定 

③ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護職員等 

ベースアップ等 

支援加算 

所定単位数１．１％を乗じた単位数で算定 

  



 

デイサービスのあのあ 利用料金（2割負担） 

令和4年10月1日より 

 （基本料金） 

通所介護利用料金表（通常規模） 

サービス

提供区分 

サービス提供時間 

6時間以上7時間未満 

利用単位 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

6時間以上7時間未満 

利用者負担額 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

7時間以上8時間未満 

利用単位 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

7時間以上8時間未満 

利用者負担額 

（1日あたり） 

要介護１ ５８１単位  １，１７９円  ６５５単位  １，３２９円  

要介護2 ６８６単位  １，３９２円  ７７３単位  １，５６８円  

要介護３ ７９２単位  １，６０７円  ８９６単位  １，８１７円  

要介護４ ８９７単位  １，８２０円  １，０１８単位  ２，０６５円  

要介護５ １，００３単位  ２，０３４円  １，１４２単位  ２，３１６円  

 

※利用料の算定については、沼津市が７級地である為１単位１０．１４円で計算します。（小数点以下切り捨て）

小数点を含む数字となっておりますので、月によっては若干の差異が生ずる場合があります。 

※利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その

日に係る通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。 

 

 

 

 

 

（加算） 

 ① 通所介護 加算（減算） 

加算 利用単位 利用者負担額 算定回数など 

入浴加算 ４０単位  ８２円  入浴介助を実施した日数 

送迎減算 ４７単位  ９６円  送迎を行わない場合（片道につき） 

② 処遇改善加算 

処遇改善加算Ⅰ 所定単位数０．５９％を乗じた単位数で算定 

③ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護職員等 

ベースアップ等 

支援加算 

所定単位数１．１％を乗じた単位数で算定 

  



 

デイサービスのあのあ 利用料金（3割負担） 

令和4年10月1日より 

 （基本料金） 

通所介護利用料金表（通常規模） 

サービス

提供区分 

サービス提供時間 

6時間以上7時間未満 

利用単位 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

6時間以上7時間未満 

利用者負担額 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

7時間以上8時間未満 

利用単位 

（1日あたり） 

サービス提供時間 

7時間以上8時間未満 

利用者負担額 

（1日あたり） 

要介護１ ５８１単位  １，７６８円  ６５５単位  １，９９３円  

要介護2 ６８６単位  ２，０８７円  ７７３単位  ２，３５２円  

要介護３ ７９２単位  ２，４１０円  ８９６単位  ２，７２６円  

要介護４ ８９７単位  ２，７２９円  １，０１８単位  ３，０９７円  

要介護５ １，００３単位  ３，０５２円  １，１４２単位  ３，４７４円  

 

※利用料の算定については、沼津市が７級地である為１単位１０．１４円で計算します。（小数点以下切り捨て）

小数点を含む数字となっておりますので、月によっては若干の差異が生ずる場合があります。 

※利用者の希望又は心身の状況等により、あるサービス提供日における計画時間数を短縮する場合は、その

日に係る通所介護計画を変更し、変更後のサービス提供時間数に応じた利用料となります。 

 

 

 

 

 

（加算） 

 ① 通所介護 加算（減算） 

加算 利用単位 利用者負担額 算定回数など 

入浴加算 ４０単位  １２２円  入浴介助を実施した日数 

送迎減算 ４７単位  １４３円  送迎を行わない場合（片道につき） 

② 処遇改善加算 

処遇改善加算Ⅰ 所定単位数０．５９％を乗じた単位数で算定 

③ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

介護職員等 

ベースアップ等 

支援加算 

所定単位数１．１％を乗じた単位数で算定 

  



 

（3）その他の料金 

料金の種類 金   額 

通常の事業の実施地域を越えて行う 

送迎サービス 

通常の事業の実施地域を越えた地点から1キロメートルごと   

５０円／㎞ 

食事の提供に要する費用 昼食代 ５５５円／回、おやつ代 １０２円／回 

オムツ代等 

 Ｍ Ｌ ＬＬ 

尿とりパット ２０円 ３０円 ３０円 

リハビリパンツ ７０円 ８０円 ９０円 

オムツ ７０円 ８０円  

日常生活費 

通所介護において提供される便宜の内、日常生活においても通常必要と

なるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当である認

められる費用（実費） 

教養娯楽費 行事に係る相当な費用（実費） 

 

キャンセル料金 

利用日当日の8時までに連絡をいただいた場合 無料 

利用日当日の8時までに連絡がなかった場合 ５５５円（昼食代 実費） 

利用者の都合でサービスを中止する場合は、上記のキャンセル料金を頂きます。 

キャンセルをされる場合は、至急事業所までご連絡ください。 


